
水産土木工事共通仕様書(平成２８年１０月） 正誤表

掲 載 頁 (誤)平成28年10月改訂 （正）平成28年10月版 摘要

Ⅰ-第１編 １－１－１－13 施工体制台帳及び施工体系図 １－１－１－13 施工体制台帳及び施工体系図
共通編－１１

１．受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額（当該下請契 １．受注者は、工事を施工するために締結した工事１件の請負代金額が200万円以上に
約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額）が3,000万円以上になるときは、 なるときは、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」
国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年 3月 （平成18年 3月 9日付け建情第1428号、最終改正：平成28年 5月27日付け建管第510
9日付け建情第1428号、最終改正：平成24年10月 9日付け建情第766号）に従って記 号）に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写
載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員 しを工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
を経由して発注者に提出しなければならない。

２．受注者は、第１項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図る ２．受注者は、第１項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図る
ため、工事１件の請負代金額が200万円以上の工事であるときは、国土交通省令及び ため、工事１件の請負代金額が200万円未満の工事であっても下請契約を締結する場
「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年 3月 9日付け建情第142 合には、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成1
8号、最終改正：平成24年10月 9日付け建情第766号）に従って記載した施工体制台 8年 3月 9日付け建情第1428号、最終改正：平成28年 5月27日付け建管第510号）に
帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者 従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工
に提出しなければならない。 事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

３．第１項及び第２項に該当する受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用 ３．第１項及び第２項に該当する受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用
に関する取扱いについて」（平成18年 3月 9日付け建情第1428号、最終改正：平成2 に関する取扱いについて」（平成18年 3月 9日付け建情第1428号、最終改正：平成2
4年10月 9日付け建情第766号）に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した 8年 5月27日付け建管第510号）に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した
施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従っ 施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従っ
て、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写 て、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写
しを工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。 しを工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

４．第１項及び第２項に該当する受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生 ４．第１項及び第２項に該当する受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生
じた場合は、その都度速やかに工事監督員を経由して発注者に提出しなければなら じた場合は、その都度速やかに工事監督員を経由して発注者に提出しなければなら
ない。 ない。

５．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び受注者の専門技術者 ５．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び受注者の専門技術者
（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属 （専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属
会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
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当該手形期間を短くするなど、下請負人などの利益を保護するよう努めるものとする。

なお、下請契約を締結する際には適切な請負代金による下請契約の締結に努めなけれ

ばならない。

３．海上輸送を伴う海上工事など施工上特殊な専門技術を必要とする工事については、元

請負者が共同企業体の場合は共同企業体による施工が原則であり、天災等事業止む得な

い場合に限り可能とする。

１－１－１－13 施工体制台帳及び施工体系図

１．受注者は、工事を施工するために締結した工事１件の請負代金額が200万円以上にな

るときは、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18

年 3月 9日付け建情第1428号、 終改正：平成28年 5月27日付け建管第510号）に従っ

て記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員

を経由して発注者に提出しなければならない。

２．受注者は、第１項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図るため、工

事１件の請負代金額が200万円未満の工事であっても下請契約を締結する場合には、国土交

通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」（平成18年 3月 9日付け建情第

1428号、 終改正：平成28年 5月27日付け建管第510号）に従って記載した施工体制台帳を

作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提出しなけ

ればならない。

３．第１項及び第２項に該当する受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する

取扱いについて」（平成18年 3月 9日付け建情第1428号、 終改正：平成28年 5月27日付け

建管第510号）に従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及

び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提出し

なければならない。

４．第１項及び第２項に該当する受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合

は、その都度速やかに工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

５．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び受注者の専門技術者（専任し

ている場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の

入った名札等を着用させなければならない。

１－１－１－14 受注者相互の協力

受注者は、契約書第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力

し、施工しなければならない。また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地

方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に

協力しなければならない。


